
様式第４号（第４条関係） 

随 意 契 約 調 書 

工 事 名 鳥羽展望台ポンプ取替工事 

工 事 場 所 鳥羽市 国崎町 地内 

契 約 分 類  工事 

契 約 概 要 

既存ポンプ・モーター撤去及び新設 

ポンプ小屋 屋根撤去及び復旧 

ポンプ小屋 壁面ブロック壊し及び復旧 

機械室床排水ポンプ取替 

揚重機モノレール等設置及び撤去 

契 約 期 間 平成２９年１０月２７日 ～ 平成２９年１１月３０日 

契 約 年 月 日 平成２９年１０月２７日 

契 約 金 額 ６，５５５，６００円（税込み） 

契 約 相 手 先 

鳥羽市安楽島町 1263番地 

株式会社 木下水源 

代表取締役 木下 晃 

契約相手の選定理由 

現在、鳥羽市国崎町に位置する箱田山園地（鳥羽展望台）へは

本市が所有する送水ポンプを使用し給水しているところである

が、平成２９年１０月２６日に当該施設が経年劣化等の要因によ

り稼働停止となり、復旧には、機器本体の取替が必要であること

が判明した。 

当園地には商業施設もあり、一刻も早い復旧が望まれることか

ら、長年、送水ポンプの取付等に携わり、実績のある株式会社木

下水源と随意契約する。 

根 拠 規 定 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５項 

（緊急の必要により競争入札に付することができないとき。） 

担 当 課 観光課 

 


